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01. 公園緑地の現況 
 

公園緑地は公共のオープンスペースであり、みどりの重要な拠点となるものです。都市

環境の改善、健康・レクリエーション、自然的環境の保全、地域コミュニティの醸成、景

観形成、防災など、多様な機能を有し、区民の安全で快適な生活にとってかけがえのない

ものです。現在、世田谷区の一人あたり公園面積は2.97㎡となっており、田園風景を楽し

める次大夫堀公園、都区内唯一の渓谷がある等々力渓谷公園、ワークショップにより整備

を進めたねこじゃらし公園など、さまざまな公園があります。 
 

 

【主な都市公園等配置】 
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【公園等の種別】 

  世田谷区内の公園等には、「都市公園」と「身近な広場」があります。これらは、管

理者や形態、根拠となる法、条例などにより、更に細かく分類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ■ 都市計画公園  「都市計画法」（第11条）に基づき、都市施設（都市計画公園ま

たは都市計画緑地）として都市計画決定された公園です。都や区が

都市公園等として開設している区域と、未開設の区域とがあります。

区立の都市公園の約1／3は、都市計画決定された「都市計画公園」

です（都市計画決定されている区立公園は「世田谷区都市公園等調

書（p.42～45）」で確認できます）。 

 ■ 都市公園    「都市公園法」に基づき国や地方公共団体が設置する公園または緑

地のことで、規模や形態により更に細かく分類されます（p.61別表

参照）。区立公園は、都市公園として「世田谷区立公園条例」でそ

の設置や管理などを定めています。 

■ 身近な広場   「世田谷区立身近な広場条例」に基づき、区民の誰もが日常的な遊

び、憩いの場、緑のオープンスペースとして活用するために、区が

設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「身近な広場」について 

平成5年6月の都市公園法施行令の改正により、それまで「児童公園」と呼ばれていた公園

種別が「街区公園」と変更されました。この改正は、公園は広い年齢層の住民による散策、休

養等の日常的な利用の場となるべきとの考えにより、「児童公園」のように利用者を限定する

規定や名称を廃止したものでした。 

当時、世田谷には、区立公園条例に基づく公園、区立児童遊園条例に基づく児童遊園（面積

が概ね1,000㎡未満の公園や、東京都・道路公団や神社などの民有地を無償で借り児童遊園と

して開放したもの）の他に、青少年育成のため世田谷区が民有地を借り上げ子供の遊び場とし

て一時開放する、「遊び場の設置および管理運営要綱」などに基づく「世田谷区遊び場」と「広

場」がありました。 

世田谷区では、「児童公園」の名称を「街区公園」に変更するという都市公園法改正の趣旨

を活かし、それまでの「世田谷区立児童遊園条例」及び「遊び場の設置および管理運営要綱」

を廃止し、これに代わる「世田谷区立身近な広場条例」を1995(平成7)年3月に制定しました。 

これにより、区が土地所有権を持っていた「児童遊園」を「世田谷区立公園条例」に基づく

公園に、土地所有権を持っていなかった「児童遊園」、「遊び場」、「小広場」を「世田谷区立身

近な広場条例」に基づく施設に、それぞれ位置づけました。そして「身近な広場」のうち、あ

る程度永続性が担保されるものを「身近な広場条例別表の広場」、民有地等の無償使用貸借契

約などにより開設した広場を「身近な広場条例施行規則別表の広場」としています。 

Ⅴ 01. 公園緑地の現況 

都市公園 身近な広場 

条例に 

定めるもの 

規則に 

定めるもの 
区立公園 

都立公園 

都市計画公園・緑地 

世田谷区内の公園等 
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都市公園の分類（都市公園法施行令第二条などによる一般区分）             別表 

 
種

類 
種別 内容 

住
区
基
幹
公
園 

ぽけっと

公園 

主として街区公園の機能を補完することを目的とする公園で街区内に居住する者が容易に利

用することができるように配置し、その敷地面積は 0.03ha を標準として配置する。 

街区公園 
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で街区内に居住する者が

容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は 0.25ha を標準として配置する。 

近隣公園 
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣に居住する者が容易

に利用することができるように配置し、その敷地面積は２ha を標準として配置する。 

地区公園 

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で徒歩圏域内に居住

する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は４ha を標準として配置

する。    

都
市
基
幹
公
園 

総合公園 
都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公

園で都市規模に応じ１ヵ所当たり面積 10～50ha を標準として配置する。 

運動公園 
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ１ヵ所当

たり面積 15～75ha を標準として配置する。 

特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、農業公園等特殊な公園でその目的に則し配置する。 

大
規
模
公
園 

広域公園 

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充足することを目的とす

る公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに

１ヵ所程度面積 50ha 以上を標準として配置する。 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

都市 

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ－ション需要を

充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大

規模な公園を核として各種のレクリエ－ション施設が配置される一団の地域であり、大都市

圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に都市計画公園 1,000ha、うち都市公園

500ha を標準として配置する。 

緩衝緑地 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナ－ト地帯等の災害の防

止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離

遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 

都 市 林 

市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境

の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう十分に配慮し、必要に応じて自然観察、散策

等の利用のための施設を配置する。 

広場公園 
市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩

のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。 

都市緑地 

主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑

地であり、0.1ha 以上を標準として配置する。但し既成市街地等において良好な樹林地等が

ある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地

を設ける場合にあってはその規模を 0.05ha 以上とする。  

緑  道 

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安定性及び快適性の確保等を図る

ことを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行

者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員 10～20ｍを標準として、公園、学校、ショッピ

ングセンタ－、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 

国の設置に係る

都市公園 

主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置

する大規模な公園にあっては、１ヵ所当たり面積おおむね 300ha 以上を標準として配置し、

国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有す

るように整備する。 
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【各地域の公園個所数・面積・公園率】 
都市公園等面積総括表（2021(令和３)年4月1日現在）   上段：箇所数 下段：面積㎡ 

世田谷地域 北沢地域 玉川地域 砧 地 域 烏山地域 全 　区

41 25 32 36 25 159

9,054.53 6,156.28 7,691.80 9,163.33 6,262.48 38,328.42

46 20 34 46 32 178

63,447.59 26,743.50 43,736.20 70,205.84 40,472.67 244,605.80

3 0 2 1 0 6

45,570.57 0.00 24,863.06 18,656.95 0.00 89,090.58

1 1 2 0 0 4

78,957.18 81,280.87 100,461.24 0.00 0.00 260,699.29

0 0 0 4 0 4

0.00 0.00 0.00 361,647.61 0.00 361,647.61

91 46 70 87 57 351

197,029.87 114,180.65 176,752.30 459,673.73 46,735.15 994,371.70

0 0 7 5 0 12

0.00 0.00 256,998.78 73,890.56 0.00 330,889.34

0 1 0 0 0 1

0.00 3,835.72 0.00 0.00 0.00 3,835.72

0 0 1 1 0 2

0.00 0.00 9,130.78 2,017.15 0.00 11,147.93

0 1 8 6 0 15

0.00 3,835.72 266,129.56 75,907.71 0.00 345,872.99

1 0 0 0 0 1

932.81 0 0 0 0 932.81

6 2 17 17 5 47

20,003.85 2,064.34 25,697.89 70,969.14 5,742.90 124,478.12

3 3 3 7 0 16

73,475.49 36,477.14 13,589.56 30,029.00 0 153,571.19

101 52 98 117 62 430

291,442.02 156,557.85 482,169.31 636,579.58 52,478.05 1,619,226.81

38 27 19 24 17 125

15,454.65 11,024.37 21,899.95 69,008.09 10,751.82 128,138.88

11 9 11 12 9 52

5,381.88 4,117.53 11,609.15 14,554.43 15,941.15 51,604.14

0 2 4 4 4 14

0.00 1,559.73 3,420.19 3,127.11 5,627.46 13,734.49

139 81 121 145 83 569

306,896.67 169,141.95 507,489.45 708,714.78 68,857.33 1,761,100.18

150 88 128 153 88 607

312,278.55 171,699.75 515,678.41 720,142.10 79,171.02 1,798,969.83

0 0 1 1 2 4

0 0 356,254.05 391,777.35 173,676.50 921,707.90

101 52 99 118 64 434

291,442.02 156,557.85 838,423.36 1,028,356.93 226,154.55 2,540,934.71

139 81 122 146 85 573

306,896.67 169,141.95 863,743.50 1,100,492.13 242,533.83 2,682,808.08

248,164 151,693 223,347 161,469 118,940 903,613

1.24 1.12 3.87 6.82 2.04 2.97

1,232.4 865.2 1,580.9 1,354.9 771.5 5,805

2.49 1.95 5.46 8.12 3.14 4.62

 　（Ｄ）市民緑地

区立都市公園、身近な広場

（条例別表）、市民緑地

（A）＋（B）＋（Ｄ）

区立都市公園、身近な広場

（条例別表、規則別表）

（A）＋（B）＋（C）

（a）都立都市公園

都市公園（区立・都立）

（A）＋（a）

人口（住民基本台帳）

都市公園（区立・都立）、

身近な広場（条例別表）

市民緑地

（A）＋（a）＋（B）＋（Ｄ）

区民一人当りの公園面積

敷地面積（ｈａ）

都市公園（区立・都立）、

身近な広場（条例別表）

市民緑地　面積率（％）

　

地域

ぽけっと公園

街区公園

近隣公園

都市緑地

（A）区立都市公園

（B）身近な広場（条例別表）

（C）身近な広場（規則別表）

緑道

地区公園

運動公園

特殊公園

都市林

基幹公園

風致公園

歴史公園

農業公園

 
 

お問い合わせ：みどり３３推進担当部公園緑地課 施設管理担当 

Ⅴ 01. 公園緑地の現況 
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02. 公園緑地の整備方針 
 

区民一人ひとりが、みどり豊かな世田谷で暮らしていると実感できるよう、世田谷区立

公園条例に基づき、１人当たりの都市公園面積の目標を 6.00 ㎡としています。それを確

保するため、2018(平成 30)年度から 2027(令和 9)年度までの 10 年間で、都立公園、

区立公園・緑地及び身近な広場をあわせて40ha増やす目標を掲げ、整備を進めています。 

 公園緑地は、「中規模公園を配置する地域」「特に公園緑地が少なく公園緑地を配置す

る地域」「骨格的なみどりの軸」「みどりの拠点」及び「農地保全重点地区」等を考慮し

て配置しています。 
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国分寺崖線保
全のための緑
化重点地区 
 

みどりの拠点
を核とする緑
化重点地区 
 

武蔵野の風景
を継承する緑
化重点地区 
 

▲公園緑地配置の考え方 

Ⅴ 02. 公園緑地の整備方針 
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お問い合わせ：みどり３３推進担当部みどり政策課 公園等事業 

 

※公園が少ない地域：公園面積率が低く、かつ、公園から遠い地域。 

▲公園緑地配置方針図（出典：2018(平成 30)年４月発行『世田谷区みどりの基本計画』） 
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